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第1問【解答例】 

第1欄(12点) 

 (1) (4点) 

登記の目的(0.5点) １番根抵当権抹消 

登記原因及びその日付(0.5

点) 

平成３０年５月１０日解除 

登記事項(0.5点) なし 

申請人の氏名又は名称(0.5

点) 

権利者 Ｂ 

義務者 Ｅ信販株式会社 

 （会社法人等番号 ０１３３―０１―２３２３２３） 

    Ｆファイナンス株式会社 

（会社法人等番号 ０１００―０１―３２３２３２） 

    Ｇ信用株式会社 

（会社法人等番号 ０１０４―０１―４２３２３２） 

添付情報(1.5点) ア，シ 

登録免許税(0.5点) 金１，０００円 

(2) (4点) 

登記の目的(0.5点) ２番抵当権移転 

登記原因及びその日付(0.5

点) 

平成３０年６月５日合併 

登記事項(0.5点) なし 

申請人の氏名又は名称(0.5

点) 

抵当権者（被合併会社 Ｈ商店株式会社） 

 Ｒ商事株式会社 

（会社法人等番号 ０１００―０１―２３２３２３） 

添付情報(1.5点) ウ 

登録免許税(0.5点) 金４，７００円 

(3) (4点) 

登記の目的(0.5点) ２番抵当権抹消 

登記原因及びその日付(0.5

点) 

平成３０年６月１１日放棄 

登記事項(0.5点) なし 

申請人の氏名又は名称(0.5

点) 

権利者 Ｂ 

義務者 Ｒ商事株式会社 

（会社法人等番号 ０１００―０１―２３２３２３） 

添付情報(1.5点) エ，ナ 

登録免許税(0.5点) 金１，０００円 
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第2欄(21点) 

(1) (5点) 

登記の目的(0.5点) ３番根抵当権優先の定変更 

登記原因及びその日付(0.5

点) 

平成３０年５月２５日合意 

登記事項(1点) 変更後の事項 

 優先の定 Ｅ信販株式会社７，Ｆファイナンス株式会

社２，Ｇ信用株式会社１の割合 

申請人の氏名又は名称(1点) 申請人 Ｅ信販株式会社 

 （会社法人等番号 ０１３３―０１―２３２３２３） 

    Ｆファイナンス株式会社 

（会社法人等番号 ０１００―０１―３２３２３２） 

添付情報(1.5点) イ，ツ 

登録免許税(0.5点) 金１，０００円 

(2) (6.5点) 

登記の目的(0.5点) ４番根抵当権分割譲渡 

登記原因及びその日付(0.5

点) 

平成３０年６月１９日分割譲渡 

登記事項(2.5点) 根抵当権の表示 

平成２８年３月３０日受付第３３００号 

 原因 平成２８年３月３０日設定 

極度額 分割した根抵当権の極度額 

      金２５０万円 

     分割後の原根抵当権の極度額 

      金２６０万円 

 債権の範囲 金銭消費貸借取引 

 債務者 Ｎ 

申請人の氏名又は名称(0.5

点) 

権利者 Ｕ 

義務者 Ｑ 

添付情報(2点) オ，テ，ハ(ＮとＶ保証株式会社のもの) 

登録免許税(0.5点) 金５，０００円 

(3) (4.5点) 

登記の目的(0.5点) ４番(あ)根抵当権変更 

登記原因及びその日付(0.5

点) 

平成３０年６月２６日変更 

登記事項(1点) 変更後の事項 

 極度額 金３００万円 

申請人の氏名又は名称(0.5

点) 

権利者 Ｑ 

義務者 Ｎ 
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添付情報(1.5点) カ，ソ，ネ，ハ，(Ｕのもの) 

登録免許税(0.5点) 金１，６００円 

(4) (5点) 

登記の目的(0.5点) ２番抵当権変更 

登記原因及びその日付(1点) なし 

登記事項(1点) 追加する事項 

 取扱店 世田谷支店 

申請人の氏名又は名称(0.5

点) 

申請人 株式会社Ｐ銀行 

 （会社法人等番号 ０１３３―５５―５４６７２３） 

添付情報(1.5点) キ 

登録免許税(0.5点) 金１，０００円 

 

第3欄(2点) 

根抵当権の確定期日の変更は，変更前の確定期日が到来する前にその旨の登記をしな 

ければ，その効力が生じず，変更前の確定期日の到来により元本が確定する。 

本問の場合，乙土地の乙区１番根抵当権の確定期日の変更登記の申請の可否に関する 

質問がなされた平成３０年７月２２日の時点では，既に変更前の確定期日は到来し，元 

本が確定しているので，たとえ，変更前の確定期日が到来する前に確定期日を延期する 

旨の契約が成立していたとしても，当該根抵当権の確定期日の変更登記を申請すること 

はできない。 

 


